
R7.10.１
№7-10

香川県警察本部
交通部交通企画課

事業所で使用する自動車の安全な運転と交通
事故防止のため、安全運転管理者は、

・従業員への交通安全教育
・自動車の安全な運転に必要な業務

を担います。

※20台以上の自動車を使用している
場合は、自動車の台数に応じ、

「副安全運転管理者」の選任が必要です。

以下の台数の場合、

安全運転管理者の選任が必要です！

５台以上

1台以上

乗車定員11人以上の自動車

大型自動二輪車
普通自動二輪車

0.5台として計算

安全運転管理者の選任は、道路交通法に定められており、
安全運転管理者を選任しなかった場合、罰則もあります。

点呼等による安全運転の指示
運転前後の酒気帯び有無確認 等


